
市川市家庭等における暴力等対策ネットワーク会議運営要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、家庭等における暴力等に対し関係機関が組織的に対応す

るために設置する市川市家庭等における暴力等対策ネットワーク会議（以下

「ネットワーク会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

⑴ 家庭等における暴力等 家庭又は児童福祉施設、老人福祉施設、障害者

支援施設等における次に掲げる行為並びに障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第７条及び第８条に規定

する障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることをいう。 

ア 配偶者からの暴力（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第１項に規定する配偶者か

らの暴力をいう。）  

イ 児童虐待（児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）

第２条に規定する児童虐待をいう。）  

ウ 高齢者虐待（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律（平成１７年法律第１２４号）第２条第３項に規定する高齢者

虐待をいう。）  

エ 障害者虐待（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律（平成２３年法律第７９号）第２条第２項に規定する障害者虐

待をいう。）  

⑵ 関係機関 別表第１に掲げる機関をいう。  

（任務）  

第３条 ネットワーク会議は、関係機関が家庭等における暴力等に対応する環

境を整備するため、次に掲げる事項について連絡調整を行うものとする。  



⑴ 実務者が行う家庭等における暴力等に関する会議に対し、助言等を行う

こと。  

⑵ 家庭等における暴力等に関する情報を関係機関で共有すること。  

⑶ 関係機関相互の連携の強化を図ること。  

⑷ 家庭等における暴力等に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。  

（出席者）  

第４条 ネットワーク会議の出席者は、関係機関の代表者又は代表者から指名

された者及び別表第２に掲げる職にある者とする。  

（会議の進行）  

第５条 ネットワーク会議は、出席者のうちから互選された者が座長となって

進行するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により出席者が一

堂に会することが困難な場合における会議の進行その他必要な事項につい

ては、座長がネットワーク会議に諮って定める。  

（守秘義務）  

第６条 ネットワーク会議の出席者は、ネットワーク会議において知ることの

できた秘密を漏らしてはならない。  

（報償金）  

第７条 市長は、ネットワーク会議の出席者（別表第１第１０号から第１６号

までに掲げる関係機関の代表者に限る。）に対し、報償金として日額９,１０

０円を支給する。  

（事務）  

第８条 ネットワーク会議の運営に関する事務は、総務部ダイバーシティ推進

課において処理する。 

附 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  



附 則  

この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、令和３年３月２５日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年５月１５日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

  



別表第１（第２条関係）  

⑴ 千葉地方法務局市川支局  

⑵ 千葉県市川警察署 

⑶ 千葉県行徳警察署 

⑷ 市川児童相談所  

⑸ 千葉県女性サポートセンター  

⑹ 市川健康福祉センター  

⑺ 中核地域生活支援センター くらっち  

⑻ 市川市社会福祉協議会  

⑼ 市川市自立支援協議会  

⑽ 市川市医師会  

⑾ 市川市歯科医師会 

⑿ 市川市介護支援専門員協議会  

⒀ 市川人権擁護委員協議会  

⒁ 市川市民生委員児童委員協議会  

⒂ 市川市青少年相談員連絡協議会  

⒃ 千葉県弁護士会京葉支部  



別表第２（第４条関係）  

⑴ 総務部次長  

⑵ 市民部長が指定する市民部次長  

⑶ こども家庭部次長 

⑷ 福祉部次長  

⑸ 保健部次長  

⑹ 教育振興部長が指定する教育振興部次長  

⑺ 学校教育部長が指定する学校教育部次長  

⑻ 消防局長が指定する消防局次長  

⑼ 学校教育部長が指定する市川市立小学校、中学校又は特別支援学校に勤

務する教職員  

 


